入所待機者各位

社会福祉法人　　　治生会
　　特別養護老人ホーム　　船橋あさひ苑
施　設　長　　　仲村　宏
このたびは、船橋あさひ苑への入所申し込みのお問い合わせをいただきましてありがとうございます。
現在、船橋市では　「船橋市指定介護福祉施設等入所指針」　の適用に伴い、　「受付順」　ではなく、「入所の必要性が高い人の順」　となっております。
（平成27年4月から、特に要介護1、2の方については特段の事情が認められなければ入所が制限されることとなりました。※お申し込み自体は可能です）
入所申し込みは、原則として半年に一度の見直しが必要になります。
一定期間を過ぎ、継続したお申し込みが無ければ入所待機継続となりませんのでご注意ください。（裏面参照）
特にご連絡先の変更、お申し込み者様の状態の変化におけるお申し込みの辞退等は随時ご連絡をいただきますようご協力をお願い申し上げます。

※ご注意・・・お申し込みの際、　「介護保険被保険者証」　　のコピーの添付がされていないことが多いので、お手数ですが今一度ご確認の上、ご提出願います。
船橋あさひ苑   tel  047-430-7781

担当   生活相談員  中田　聡子
小玉　康洋
船橋あさひ苑　入所までの流れ

船橋あさひ苑に申込書到着し、


書類に不備がないか確認した後


入所待機者に登録








ご注意！ 入所されるまで、継続したお申込が必要です！
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継続申込の方





上記 (※)からの


進行を繰り返し





船橋あさひ苑に申込書到着し、


書類に不備がないか確認した後


入所待機を継続


（待機登録期間は6か月です。）





新規申込の方





入所待機の


登録削除
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待機中止
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継続申込


（右側のフローへ）





船橋あさひ苑から


ご依頼者様へ


申込書の返送





(※)入所を引き続き希望





ご依頼者様から


申込書発送の依頼





お申込み、申込書の提出は


随時受付いたします。


（待機登録期間は6か月です。）





入所に至る





登録から6か月経過する前後


あさひ苑から


ご依頼者様へ申込書の再送








